
暗
号
資
産
制
度
の
見
直
し
を
打
ち
出
し
た

金
融
審
Ｗ
Ｇ
報
告
書
の
要
諦

利
用
者
保
護
等
の
観
点
か
ら
暗
号
資
産
を
金
商
法
の
規
制
対
象
に
位
置
付
け

２
０
２
５
年
12
月
10
日
、
金
融
審
議
会
「
暗
号
資
産
制
度
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
Ｗ
Ｇ
）」

（
座
長
＝
森
下
哲
朗
上
智
大
学
法
学
部
教
授
）
は
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
た
。
本
報
告
は
、
暗
号
資
産
の
根

拠
法
令
の
変
更
な
ど
を
含
む
暗
号
資
産
を
巡
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
幅
広
く
提
言
し
て
い
る
。
金
融
庁

は
今
後
、
本
報
告
で
示
さ
れ
た
提
言
を
踏
ま
え
、
暗
号
資
産
に
係
る
規
制
の
見
直
し
に
向
け
た
取
り
組
み
を

進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
本
報
告
に
係
る
経
緯
と
主
な
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

世
界
に
先
行
す
る
規
制
を

導
入
し
て
き
た
日
本

　

わ
が
国
で
は
、
２
０
１
６
年
に
資

金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
資
金
決
済

法
）
等
が
改
正
さ
れ
、
世
界
に
先
駆

け
て
暗
号
資
産
に
関
す
る
規
制
を
導

入
し
た
。
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン

グ
お
よ
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関

す
る
国
際
的
要
請
や
、
国
内
に
お
け

る
暗
号
資
産
と
法
定
通
貨
の
交
換
等

を
行
う
事
業
者
の
破
綻
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
累
次
の
制
度

整
備
を
行
っ
て
き
た
。

　

足
元
で
は
、
暗
号
資
産
の
投
資
対

象
化
が
進
展
し
て
い
る
と
の
指
摘
が

あ
り
、
暗
号
資
産
を
巡
る
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
金
融
庁
は
、

暗
号
資
産
に
関
連
す
る
制
度
の
在
り

方
等
に
つ
い
て
検
証
し
た
。
25
年
４

月
10
日
に
は
、
そ
の
結
果
を
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
「
暗
号
資

産
に
関
連
す
る
制
度
の
あ
り
方
等
の

検
証
」
と
し
て
公
表
し
、
意
見
募
集

を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
は
、
国
内
外

の
利
用
者
に
お
い
て
暗
号
資
産
が
投

資
対
象
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お

り
、
詐
欺
的
な
投
資
勧
誘
等
も
行
わ

れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
利
用
者
保

護
の
た
め
の
さ
ら
な
る
環
境
整
備
を

行
う
必
要
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

　

そ
の
上
で
、
25
年
６
月
25
日
に
開

催
さ
れ
た
第
55
回
金
融
審
議
会
総
会

・
第
43
回
金
融
分
科
会
合
同
会
合
に

お
い
て
、
加
藤
勝
信
金
融
担
当
大
臣

（
当
時
）
か
ら
暗
号
資
産
を
巡
る
制

度
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
に
つ
い

て
諮
問
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、

金
融
審
議
会
「
暗
号
資
産
制
度
に
関

す
る
Ｗ
Ｇ
」
で
、
同
年
７
月
31
日
か

ら
６
回
に
わ
た
り
審
議
さ
れ
た
。

利
用
者
保
護
の
た
め
の

必
要
な
環
境
整
備

　

現
在
、
暗
号
資
産
は
、
決
済
手
段

と
し
て
の
観
点
か
ら
資
金
決
済
法
に

お
い
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、

暗
号
資
産
は
決
済
手
段
と
し
て
の
利

用
も
一
部
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、
国

内
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、

投
資
経
験
者
の
暗
号
資
産
保
有
者
割

合
は
Ｆ
Ｘ
（
外
国
為
替
証
拠
金
取

金
融
庁
　
企
画
市
場
局
　
市
場
課

　
課
長

齊
藤
将
彦

　
課
長
補
佐冨

永
三
友
紀

課
長
補
佐

竹
岡
直
紘
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暗号資産制度ＷＧ報告書の概要

引
）
や
社
債
等
よ
り
も
高
く
、
利
用

者
の
取
引
動
機
の
ほ
と
ん
ど
は
長
期

的
な
値
上
が
り
を
期
待
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
国
際
的
に
見
て
も
、

米
国
や
カ
ナ
ダ
等
の
多
く
の
国
・
地

域
で
は
暗
号
資
産
の
価
格
に
連
動
す

る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
（
上
場
投
資
信
託
）
が
上

場
し
て
お
り
、
活
発
な
取
引
が
行
わ

れ
る
な
ど
、
国
内
外
で
投
資
対
象
化

が
進
展
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
金
融
庁
の
「
金
融
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
相
談
室
」
に
は
暗
号
資

産
に
関
す
る
多
数
の
苦
情
相
談
等
が

継
続
的
に
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

大
半
は
詐
欺
的
な
暗
号
資
産
の
投
資

勧
誘
や
取
引
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

暗
号
資
産
の
投
資
対
象
化
が
進
展
す

る
な
か
、
暗
号
資
産
を
巡
る
喫
緊
の

課
題
と
し
て
、
図
表
の
よ
う
な
も
の

が
挙
げ
ら
れ
る
。
利
用
者
保
護
と
取

引
環
境
整
備
の
観
点
か
ら
、
さ
ら
な

る
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

規
制
の
見
直
し
は
、

●

暗
号
資
産
投
資
に
つ
い
て
「
お
墨

付
き
」
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
明
確
に
し
つ
つ
、

●

利
用
者
が
暗
号
資
産
の
リ
ス
ク
や

商
品
性
を
十
分
に
理
解
し
、
リ
ス
ク

を
許
容
で
き
る
範
囲
で
合
理
的
な
判

断
に
基
づ
く
取
引
を
行
う
こ
と
は
あ

り
得
る
と
の
前
提
で
、
健
全
な
取
引

環
境
を
整
備
す
べ
き
、

と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に

お
け
る
健
全
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

可
能
性
も
見
据
え
、
そ
れ
を
後
押
し

し
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
旨
も

Ｗ
Ｇ
報
告
書
で
は
付
言
さ
れ
て
い
る
。

　

前
述
の
暗
号
資
産
を
巡
る
喫
緊
の

課
題
は
、
伝
統
的
に
金
融
商
品
取
引

法
が
対
処
し
て
き
た
問
題
と
親
和
性

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

暗
号
資
産
の
規
制
法
を
資
金
決
済
法

か
ら
金
商
法
へ
変
更
す
る
こ
と
が
適

当
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
暗
号
資
産
は

一
般
に
何
ら
か
の
法
的
な
権
利
を
表

章
す
る
も
の
で
は
な
く
、
収
益
の
配

当
や
残
余
財
産
の
分
配
等
は
行
わ
れ

な
い
な
ど
、
そ
の
性
質
は
金
商
法
上

の
有
価
証
券
と
は
異
な
る
。
従
っ
て
、

有
価
証
券
と
は
別
の
規
制
対
象
と
し

て
金
商
法
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
適

当
と
さ
れ
た
。

　

な
お
、
金
商
法
で
規
制
対
象
と
す

る
暗
号
資
産
の
範
囲
は
、
現
行
の
資

金
決
済
法
上
の
暗
号
資
産
と
す
る
こ

と
が
適
当
と
整
理
さ
れ
た
。
現
行
法

上
で
は
暗
号
資
産
に
該
当
し
な
い
、

い
わ
ゆ
る
Ｎ
Ｆ
Ｔ
（N

on-F
ungible 

Token

）
や
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
は

見
直
し
の
対
象
外
と
な
る
。

非
対
象
性
解
消
の
た
め
の 

情
報
提
供
規
制

　

ま
ず
「
新
規
販
売
時
の
情
報
提

供
」
に
つ
い
て
、
暗
号
資
産
の
利
用

者
に
対
し
取
引
判
断
等
に
と
っ
て
必

要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
中
央
集
権

的
管
理
者
（
発
行
者
）
が
い
る
暗
号

資
産
（
中
央
集
権
型
暗
号
資
産
）
に

つ
い
て
は
、
当
該
者
が
暗
号
資
産
の

販
売
に
よ
り
資
金
調
達
を
行
う
場
合

に
情
報
提
供
義
務
を
課
す
べ
き
と
さ

れ
た
（
注
１
）。
ま
た
、
発
行
者
に
よ

る
資
金
調
達
を
伴
わ
な
い
場
合
や
発

行
者
の
い
な
い
暗
号
資
産
に
つ
い
て

は
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
（
以
下
、

交
換
業
者
）
に
情
報
提
供
義
務
を
課

す
べ
き
と
さ
れ
た
。
な
お
、
発
行
者

に
よ
る
資
金
調
達
を
伴
う
場
合
で
も
、

少
人
数
（
49
名
以
下
）
や
適
格
機
関

投
資
家
を
相
手
方
と
す
る
勧
誘
の
場

合
は
情
報
提
供
義
務
を
免
除
す
る
こ

と
が
適
当
と
さ
れ
た
。

　

情
報
提
供
の
具
体
的
な
内
容
は
、

暗
号
資
産
の
性
質
・
機
能
や
供
給
量
、

基
盤
技
術
、
付
随
す
る
権
利
義
務
、

内
在
す
る
リ
ス
ク
等
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
中
央
集
権
型
暗
号
資
産
で
は
、

発
行
者
の
情
報
、
調
達
資
金
の
使
途
、

対
象
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
情
報

等
も
提
供
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

　

次
に
「
継
続
情
報
提
供
」
と
し
て

は
、
暗
号
資
産
の
取
引
判
断
に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
が
発
生
し
た

場
合
に
、
適
時
の
情
報
提
供
の
義
務

を
課
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
暗

〔図表〕 暗号資産を巡る喫緊の課題

①�情報提供の充実：暗号資産発行時のホワイトペーパー（説明資料）等の記載内容が
不明確であることや、記載内容と実際のコードに差があることが多いとの指摘

②�適正な取引の確保・無登録業者への対応：金融庁等に詐欺的な相談が多数寄せられる
③�投資運用等に係る不適切行為への対応：投資セミナーやオンラインサロン等による
詐欺的な行為が疑われる事例が発生

④�価格形成・取引の公正性の確保：インサイダー取引規制に関する証券監督者国際機
構（ＩＯＳＣＯ）の勧告 （注）や欧州等での法制化

⑤�セキュリティーの確保：サイバー攻撃を受けて暗号資産が流出する事案が継続して発生

（注） 　ＩＯＳＣＯ「暗号資産・デジタル資産に関する勧告」（23年11月）
（出所） 　金融庁
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号
資
産
に
つ
い
て
は
適
時
の
情
報
提

供
が
重
要
で
あ
り
、
定
期
的
な
情
報

提
供
の
必
要
性
は
相
対
的
に
低
い
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
交
換
業

者
に
よ
る
定
期
的
な
情
報
提
供
を
法

令
上
の
義
務
と
し
て
求
め
る
必
要
性

は
低
い
と
さ
れ
た
。
一
方
、
発
行
者

の
資
金
調
達
を
伴
う
場
合
は
、
利
用

者
利
便
の
観
点
か
ら
、
年
１
回
の
定

期
的
な
情
報
提
供
を
求
め
る
こ
と
が

適
当
と
さ
れ
た
。

　

最
後
に
「
情
報
提
供
内
容
の
正
確

性
・
客
観
性
の
確
保
等
」
の
観
点
で

は
、
情
報
の
虚
偽
記
載
や
不
提
供
へ

の
罰
則
・
民
事
責
任
・
課
徴
金
の
規

定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
交
換
業

者
お
よ
び
自
主
規
制
機
関
に
よ
る
チ

ェ
ッ
ク
機
能
の
強
化
を
図
る
べ
き
と

さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
中
央
集
権
型

暗
号
資
産
の
発
行
者
に
よ
る
資
金
調

達
に
つ
い
て
、
利
用
者
保
護
の
観
点

か
ら
、
監
査
法
人
の
財
務
監
査
が
行

わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
利
用
者

の
投
資
上
限
を
設
け
る
こ
と
が
適
当

と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
株
式
投
資
型

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
投
資

上
限
が
、
特
定
投
資
家
以
外
の
投
資

家
に
つ
い
て
50
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、
収
入
ま
た
は
純
資
産
の
５
％

ま
で
（
上
限
２
０
０
万
円
）
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
参
考
に
検
討
さ
れ
る
。

暗
号
資
産
交
換
業
者
へ
の 

規
制
を
強
化

　

暗
号
資
産
の
売
買
等
を
業
と
し
て

行
う
場
合
、
基
本
的
に
第
一
種
金
融

商
品
取
引
業
に
適
用
さ
れ
る
規
制
と

同
様
の
規
制
を
適
用
す
る
こ
と
が
適

当
と
さ
れ
た
。
現
行
の
資
金
決
済
法

上
の
安
全
管
理
措
置
（
原
則
と
し
て

コ
ー
ル
ド
ウ
ォ
レ
ッ
ト
等
で
の
管

理
）
等
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、

金
商
法
に
同
様
の
規
制
を
新
た
に
設

け
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
た
。
以
下

に
、
そ
の
他
の
個
別
の
規
制
に
つ
い

て
主
な
も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

●

業
務
管
理
体
制
に
つ
い
て
、
取
り

扱
う
暗
号
資
産
の
審
査
体
制
、
顧
客

適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
の
確
認
体

制
、
売
買
審
査
体
制
等
を
強
化

●

利
用
者
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
は
、

近
年
に
お
け
る
不
正
流
出
事
案
の
手

口
の
巧
妙
化
に
対
応
す
る
た
め
、
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
を
含
め
た
、

よ
り
包
括
的
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対

策
を
強
化

●

委
託
先
へ
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ

り
不
正
流
出
が
生
じ
た
事
案
を
踏
ま

え
、
暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
た
め

の
重
要
な
シ
ス
テ
ム
の
提
供
者
に
対

す
る
規
制
（
事
前
届
け
出
、
シ
ス
テ

ム
の
安
全
性
確
保
義
務
等
）
を
導
入

　

な
お
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

ー
に
対
す
る
取
り
組
み
は
、
自
助
・

共
助
・
公
助
の
組
み
合
わ
せ
で
対
処

す
べ
き
で
あ
る
。
当
分
野
は
特
に
業

界
に
お
け
る
共
助
の
取
り
組
み
の
発

展
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当

局
と
し
て
も
そ
う
し
た
取
り
組
み
を

後
押
し
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
過
去
に
複
数
回
発
生
し
て

い
る
不
正
流
出
事
案
に
つ
い
て
も
対

応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
当
該
事
象

が
生
じ
た
場
合
の
顧
客
へ
の
補
償
原

資
と
し
て
、
交
換
業
者
に
と
っ
て
過

重
な
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
配
意
し

つ
つ
、
過
去
の
流
出
事
案
の
発
生
状

況
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
水
準
等
を
踏

ま
え
た
適
切
な
水
準
の
責
任
準
備
金

を
積
み
立
て
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
こ

の
ほ
か
、
利
用
者
か
ら
暗
号
資
産
を

借
り
入
れ
て
ス
テ
ー
キ
ン
グ
等
を
行

う
業
務
に
つ
い
て
は
、
金
商
法
の
規

制
対
象
と
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

　

次
に
銀
行
・
保
険
会
社
本
体
に
よ

る
暗
号
資
産
の
発
行
・
売
買
等
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
は
現
在
許
容
さ
れ
て

お
ら
ず
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
つ

い
て
は
引
き
続
き
慎
重
な
検
討
が
必

要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
他
方
、

投
資
目
的
で
の
暗
号
資
産
の
保
有
は
、

十
分
な
リ
ス
ク
管
理
・
態
勢
整
備
等

が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
認
め
る

べ
き
と
さ
れ
た
。
銀
行
・
保
険
会
社

の
子
会
社
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
見

直
し
に
よ
る
業
規
制
の
下
、
暗
号
資

産
の
発
行
・
売
買
等
を
可
能
と
す
べ

き
と
整
理
し
た
。

　

近
年
問
題
と
な
っ
て
い
る
無
登
録

業
者
等
へ
の
対
応
も
強
化
さ
れ
る
。

違
法
な
勧
誘
を
抑
止
す
る
た
め
、
こ

れ
に
つ
い
て
無
登
録
業
者
へ
の
罰
則

を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
裁
判
所

に
よ
る
緊
急
差
し
止
め
命
令
の
対
象

と
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
よ
る
同

命
令
の
申
し
立
て
権
限
や
、
そ
の
た

め
の
調
査
権
限
の
整
備
な
ど
、
よ
り

厳
格
な
枠
組
み
を
設
け
る
べ
き
と
さ

れ
た
。
併
せ
て
、
暗
号
資
産
を
投
資

対
象
と
す
る
投
資
運
用
行
為
や
、
投

資
助
言
行
為
も
規
制
対
象
と
す
べ
き

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
暗
号

資
産
が
詐
欺
的
な
投
資
勧
誘
の
支
払

手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
未

然
に
防
止
す
る
措
置
を
設
け
る
べ
き

と
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
新
規
口

座
開
設
直
後
に
は
ア
ン
ホ
ス
テ
ッ
ド

・
ウ
ォ
レ
ッ
ト
（
事
業
者
が
管
理
し

て
い
な
い
口
座
）
へ
暗
号
資
産
を
移
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転
で
き
な
い
よ
う
、
一
定
の
熟
慮
期

間
を
設
け
る
等
の
対
応
を
交
換
業
者

に
求
め
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

な
お
、
い
わ
ゆ
る
Ｄ
Ｅ
Ｘ
（
分
散

型
取
引
所
）
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

各
国
の
規
制
や
そ
の
運
用
動
向
も
注

視
し
な
が
ら
、
技
術
的
性
質
に
合
わ

せ
た
過
不
足
の
な
い
規
制
の
在
り
方

に
つ
い
て
継
続
し
て
検
討
を
行
う
こ

と
が
適
当
と
さ
れ
た
。

暗
号
資
産
に
も 

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
を

　

現
行
の
金
商
法
で
は
、
暗
号
資
産

に
つ
い
て
も
、
有
価
証
券
と
同
様
に

不
正
行
為
の
禁
止
に
関
す
る
一
般
規

則
や
偽
計
・
相
場
操
縦
行
為
等
の
禁

止
規
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
直
接
規
制
す

る
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
不
公
正
取
引
に
係
る
刑
事
罰
は

設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
課
徴
金
制
度

や
監
視
委
の
犯
則
調
査
権
限
は
整
備

さ
れ
て
お
ら
ず
、
違
反
行
為
へ
の
抑

止
力
が
不
十
分
と
の
指
摘
が
さ
れ
て

い
た
。

　

今
回
の
見
直
し
で
は
、
取
引
の
公

正
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
暗
号
資

産
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
を
整

備
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
図
表
で
挙
げ

た
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
の
勧
告
や
、
欧
州
等

に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制

の
法
制
化
と
い
っ
た
近
年
の
国
際
的

な
情
勢
も
踏
ま
え
た
対
応
で
あ
る
。

　

暗
号
資
産
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

規
制
で
は
、

●

「
対
象
暗
号
資
産
」
に
つ
い
て
、

●

「
重
要
事
実
」
に
接
近
で
き
る

●

特
別
の
立
場
に
あ
る
者
が
、

●

当
該
事
実
の
「
公
表
」
前
に
、

●

取
引
の
場
に
対
す
る
利
用
者
の
信

頼
を
損
な
う
よ
う
な
売
買
等
を
行
う

こ
と

を
禁
止
す
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
た
。

具
体
的
に
は
、
上
場
有
価
証
券
等
の

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
枠
組
み

を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
、
暗
号
資
産
の

性
質
を
踏
ま
え
た
規
定
ぶ
り
と
す
べ

き
と
さ
れ
た
（
注
２
）。

　

ま
た
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
含

む
暗
号
資
産
の
不
公
正
取
引
に
つ
い

て
、
監
視
委
の
犯
則
調
査
権
限
や
課

徴
金
制
度
を
創
設
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
不
公
正
取
引
規
制
に
対
す

る
実
効
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

の
た
め
、
交
換
業
者
に
よ
る
売
買
審

査
や
、
自
主
規
制
機
関
・
監
視
委
に

よ
る
市
場
監
視
体
制
の
強
化
・
整
備

を
図
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
た
。

＊　

＊　

＊

　

金
融
庁
は
今
後
、
本
報
告
で
示
さ

れ
た
提
言
を
踏
ま
え
、
必
要
な
制
度

整
備
等
を
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

今
般
の
規
制
見
直
し
は
、
利
用
者
保

護
と
取
引
環
境
整
備
を
図
る
必
要
性

が
高
い
わ
が
国
の
交
換
業
者
で
の
取

引
を
主
眼
に
置
く
も
の
で
あ
り
、
そ

の
規
制
見
直
し
が
及
ぶ
範
囲
は
グ
ロ

ー
バ
ル
な
暗
号
資
産
取
引
の
一
部
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
点
も
認
識
す
べ
き

と
指
摘
さ
れ
た
。
今
後
も
国
際
的
な

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
対
応
を
検
討

し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

（
本
稿
に
お
け
る
意
見
に
わ
た
る
部
分

は
、
い
ず
れ
も
筆
者
ら
の
個
人
的
見
解

で
あ
る
）

（
注
）１　

な
お
、
無
償
で
の
付
与
、
マ
イ

ニ
ン
グ
や
ス
テ
ー
キ
ン
グ
等
の
報
酬

と
し
て
の
ト
ー
ク
ン
の
自
動
付
与
に

つ
い
て
は
、
発
行
者
に
よ
る
資
金
調

達
で
は
な
い
た
め
情
報
提
供
規
制
の

対
象
外
と
な
る
。

２　

例
え
ば
暗
号
資
産
に
お
け
る

「
重
要
事
実
」
に
つ
い
て
、
典
型
的

に
重
要
事
実
に
該
当
す
る
事
象
の
蓄

積
が
現
状
で
は
十
分
に
な
い
こ
と
も

踏
ま
え
、
重
要
事
実
に
当
た
る
こ
と

が
明
確
な
も
の
を
個
別
列
挙
し
た
上

で
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
条
項
で
補
完
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま

た
、
上
場
有
価
証
券
等
に
係
る
適
用

除
外
事
項
に
加
え
、「
重
要
事
実
を

知
ら
な
く
と
も
取
引
し
た
こ
と
を
行

為
者
が
立
証
し
た
場
合
」
は
適
用
除

外
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
た
。

こ
の
点
も
含
ん
だ
規
制
の
詳
細
に
つ

い
て
は
Ｗ
Ｇ
報
告
書
30
〜
33
ペ
ー
ジ

参
照
。

さ
い
と
う　

ま
さ
ひ
こ

00
年
金
融
監
督
庁
（
現
金
融
庁
）
入

庁
。
07
年
総
務
企
画
局
市
場
課
課
長

補
佐
。
以
降
14
年
ま
で
の
間
、
約
６

年
間
同
課
課
長
補
佐
を
務
め
る
。
14

年
か
ら
16
年
ま
で
米
国
証
券
取
引
委

員
会
に
出
向
。
17
年
総
務
企
画
局
マ

ク
ロ
分
析
室
長
。
金
融
担
当
大
臣
秘

書
官
を
経
て
23
年
７
月
か
ら
現
職
。

と
み
な
が　

み
ゆ
き

14
年
財
務
省
入
省
。
20
年
大
臣
官
房

信
用
機
構
課
課
長
補
佐
、
23
年
金
融

庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
課
長
補

佐
を
経
て
24
年
７
月
か
ら
現
職
。
米

国
公
認
会
計
士
。

た
け
お
か　

な
お
ひ
ろ

18
年
金
融
庁
入
庁
。
企
画
市
場
局
総

務
課
信
用
制
度
参
事
官
室
、
内
閣
官

房
、
デ
ジ
タ
ル
庁
へ
の
出
向
を
経
て

25
年
７
月
か
ら
現
職
。
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